






11－112；8：51 ；東京法預局 詑袴郡   

し牢がって；答弁寧中上記率戟をみれば，．被告国札上記の．意味における連  

蘭立体交差化の都市計画決定を顧和声9年に・■したものと主張していることが明  

らかであるこ原告らはモ・頓続立棒交差イ打と・は建運協考で定義さ．れだもの以  
外寧いとの硬直レた考え方に基づき′ r連廃立体交差化の都市計画決定は工昭  

和・3．・9年にされた都市計画決定であ卑。．」との被告国の■主張を論難するが，◆央   

当である。  

（2）困こノ原告ら■の主張のうちイ地表式の連続立体交重奏業などというものはな  

い」と・の部分に？いでは・（原告ら準備書面29←3ペ」ジ）巨その趣旨は全く＼ ／  

不明である（そもそも「地表式あ連嘩立願軍事勤なるも？は原告らの造語にすぎず，＝  

その意味すら不由である∴）∴  

・．念のた吟，昭和39年都市計画決定について述べ云と，昭和39年1・2月・1  

了6◆日、（乙簸4号証）の都市計画決定によっ七，都市計甲高．速鉄道第9号線が乱  

◆加され，起点を世軋谷区喜多卑町（喜多見駅付近）i．・終点を葛飾区上手葵町  
（按鱒駅付近）とし∴主な経過地と、して∴下北沢駅ほかとするどされている  

（乙第7・号証の1・4．枚日）■。そして，昭和39年11月24日に行われた東◆  

京都両計画地方審議会に’ぉいて，＝「九号鱒も眉多見から綾淑を結ぶわけでご  
・・ざいますが∴そのうち，′♪田急蝉め善多見一代々木八幡の．間は，地形に応じま  

して高架化を計画いた・しまして，・御存じゐどおり，．■小田急掛ま中央線より複雑  

な地形のところを適って串りますので，高架化につき・ま，しては，■地形に吟じま  

して鉄道を上げたりあるいは下げて平嘩を通ったりする’ようなぐか、になるわ  
けやござヤ、ます。■しかし，極力複々線にい草し■ます際に，平面踏切姦なく．・した  

い■とI、う構想でギざ∨■、ます。代々木八幡から原嵐神宮前，由会議事堂汎日  

比冬木手札小川町上野池之端から●自暮里九丁目から北千住までちま地下に  

いたしまして，堰千住十綾瀬間特高架構造といたしざす。・」とされている。◆そ  

うするとト昭和39年決定鱒，下北沢堺ほかを主な経過地とtて；喜多見疲付  

近から代々木八幡駅付革まで？区間については，’垣形に応じて高祖地下地   
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